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国民健康保険のお知らせ

暮らしの安心
国民健康保険

　
各
種
届
け
出
や
国
保
税
を
納
め
る
義
務

は
世
帯
主
に
あ
り
ま
す
。
世
帯
主
が
国
保

に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
世
帯
の
中
に
国

保
の
被
保
険
者
が
い
る
場
合
、
納
税
通
知

書
は
世
帯
主
に
送
ら
れ
ま
す
。

　
当
初
納
付
書
で
は
令
和
５
年
４
月
分
か

ら
令
和
６
年
３
月
分
ま
で
の
１
年
分
を
年

８
回
で
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
途

中
加
入
や
離
脱
の
場
合
を
除
く
）

　
納
付
書
は
所
定
金
融
機
関
の
他
、
コ
ン

ビ
ニ
、
地
方
税
統
一
コ
ー
ド
で
も
納
付
可

能
で
す
。

　
国
保
被
保
険
者
が
全
員
65
歳
以
上
で
構

成
さ
れ
る
世
帯
の
国
保
税
は
、
原
則
と
し

て
納
税
義
務
者
の
年
金
か
ら
天
引
き
に
な

り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

●
国
保
税
の
納
付
を
口
座
振
替
に
し
て
い

　
る
方

●
令
和
５
年
度
中
に
75
歳
に
な
る
方

●
年
金
年
額
が
18
万
円
未
満
の
方

●
国
保
税
、
介
護
保
険
料
の
合
計
金
額
が

　
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
て
い
る
方

●
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

　
て
い
な
い
場
合

※

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
を
希
望
し

　
な
い
場
合
、
事
前
に
口
座
振
替
手
続
き

　
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
国
保
税
は
加
入
の
届
け
出
を
し
た
月
か
ら

で
は
な
く
、
加
入
資
格
を
得
た
月
か
ら
課

税
さ
れ
ま
す
。
年
度
途
中
で
加
入
す
る
場

合
や
離
脱
し
た
場
合
も
離
脱
の
前
月
ま
で

の
税
額
が
月
割
り
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、
所
得
や
世

帯
の
国
保
被
保
険
者
数
、
世
帯
の
状
況
に

応
じ
た
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①所得割

②資産割

③均等割

④平等割

限 度 額

介護納付金分

世帯の所得×1.8％

な　　し

8,000 円×加入者数

　　　　 6,000 円　

　　　　　17万円　

後期高齢者支援金分

世帯の所得×2.5％

な　　し

8,000 円×加入者数
4,000 円×未就学児数

　　　　 8,000 円　

　　　　　22万円　

医療分

世帯の所得×8.7％

な　　し

28,000 円×加入者数
14,000 円×未就学児数 

　　　　 　 28,000 円　

　　　　　　　65万円　

令和５年度の国民健康保険税率

和
５
年
度
の

国
民
健
康
保
険
税

令

保
税
の
納
め
方

国国
保
税
は
世
帯
主
が
納
め
ま
す

加
入
・
離
脱
し
た
と
き
の
国
保
税

国
保
税
の
軽
減

普
通
徴
収

（
年
８
回
の
窓
口
納
付
ま
た
は
口
座
振
替
）

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

問い合わせ
   市民課医療年金係（名寄庁舎１階２番窓口）
　　　01654③2111（内線3114、3116、3118）
　地域住民課市民係（風連庁舎１階）
　　　01655③2511（内線2118、2119）

　
今
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
（
以
下
保

険
税
）
は
税
率
等
の
見
直
し
に
よ
り
、
資

産
割
を
廃
止
し
、
所
得
割
の
税
率
及
び
均

等
割
・
平
等
割
の
額
の
改
正
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
税
法
改
正
に
よ
り
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
の
限
度
額
が
「
20
万
円
」

か
ら
「
22
万
円
」
に
引
き
上
げ
と
な
っ
て

い
ま
す
。
な
お
、
引
き
続
き
未
就
学
児
の

い
る
世
帯
は
未
就
学
児
一
人
に
つ
き
、
③

の
医
療
分
お
よ
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

の
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
国
保
税

は
下
の
表
に
よ
り
計
算
し
、
そ
れ
ぞ
れ
①

〜
④
の
合
計
（
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は

限
度
額
）
に
な
り
ま
す
。
医
療
分
・
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
は
国
保
加
入
者
全
員
、

介
護
納
付
金
分
（
介
護
保
険
２
号
被
保
険

者
）
に
つ
い
て
は
、
国
保
加
入
者
の
う
ち
、

満
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
が
対
象
に
な

り
ま
す
。
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■
低
所
得
世
帯
に
対
す
る
軽
減

　
被
保
険
者
世
帯
の
人
数
や
所
得
に
応

　

じ
、均
等
割
・
平
等
割
の
７
割
・
５
割
・

　

２
割
の
軽
減
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

■
非
自
発
的
失
業
者
の
軽
減

　
65
歳
未
満
の
方
が
解
雇
や
倒
産
に
よ
り

　
離
職
し
国
保
に
加
入
し
た
場
合
、
雇
用

　
保
険
の
受
給
理
由
に
よ
っ
て
受
け
ら
れ

　
る
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
に
伴

　
う
軽
減
、
減
免

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
に
伴

　
う
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
軽
減
措
置
や

　
減
免
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　
同
制
度
へ
の
移
行
に
よ
り
国
保
世
帯
の

　
被
保
険
者
が
一
人
に
な
っ
た
場
合
、
５

　
年
間
は
平
等
割
の
２
分
の
１
が
減
額
に

　
な
り
、
そ
の
後
３
年
間
は
平
等
割
の
４

　
分
の
１
が
減
額
に
な
り
ま
す
。　

　　　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
世
帯
に
対
す
る

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
に
つ
い
て
、
令

和
４
年
度
末
に
資
格
取
得
し
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
令
和
５
年
４
月
以
降
に
納
期
限

が
設
定
さ
れ
た
令
和
５
年
度
分
国
民
健
康

保
険
税
を
減
免
の
対
象
と
す
る
た
め
、
申

請
期
間
を
延
長
し
ま
し
た
。

　　
令
和
４
年
度
分
の
保
険
税
で
あ
っ
て
、

令
和
５
年
12
月
31
日
ま
で
の
納
期
限
が
設

定
さ
れ
て
い
る
も
の

①
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
し
た
、
ま

　
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

②
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等

　

（
不
動
産
収
入
、
事
業
収
入
、
給
与
収

　
入
お
よ
び
山
林
収
入
）
の
減
少
が
見
込

　
ま
れ
る
世
帯
動
産
収
入
、
事
業
収
入
、

　
給
与
収
入
ま
た
は
山
林
収
入
）
の
い
ず

　
れ
か
の
減
少
額
が
、
前
年
の
そ
の
収
入

　
の
３
割
以
上
で
あ
る

　
●
前
年
合
計
所
得
が
１
０
０
０
万
円
以

　
　
下
で
あ
る

　
●
減
少
し
た
事
業
収
入
な
ど
に
係
る

　
　
所
得
以
外
の
前
年
所
得
額
の
合
計
が

　
　
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る

　　
皆
さ
ま
に
納
め
て
い
た
だ
く
国
保
税
は

医
療
費
の
支
払
い
な
ど
国
保
事
業
の
運
営

に
欠
か
せ
な
い
財
源
で
す
。
納
期
限
内
の

納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
口
座
振
替
の
利
用
に
よ
り
、
納
め
忘
れ

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。申
し
込
み
は
、

市
内
の
金
融
機
関
ま
た
は
税
務
課
納
税
係

の
窓
口
に
て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
通
帳
と
届
け
出
印
、
納
付
書
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
）

　　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
督
促
を
受
け
、
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
納
税
相

談
が
な
い
ま
ま
納
付
が
遅
れ
た
り
納
付
が

な
い
場
合
、
保
険
証
の
有
効
期
限
が
短
く

な
る
ほ
か
、
税
負
担
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、
財
産
差
し
押
さ
え
な
ど
滞
納
処
分
を

受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

な
ど
に
よ
り
所
得
が
一
時
的
に
著
し
く
減

少
し
た
場
合
や
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

に
は
、
納
期
限
の
延
期
や
国
保
税
の
減

免
・
免
除
を
受
け
ら
れ
る
制
度
も
あ
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　　　
現
在
ご
使
用
の
保
険
証
は
７
月
31
日
（月）

で
失
効
し
、
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
中
旬
に
世
帯
主

宛
て
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　
転
居
や
不
在
な
ど
の
理
由
に
よ
り
配
達

さ
れ
な
か
っ
た
保
険
証
は
、
市
役
所
で
保

管
し
て
い
ま
す
。
保
険
証
が
届
い
て
い
な

い
場
合
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
済
み

で
国
保
の
保
険
証
が
届
い
た
方
は
脱
退
手

続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
さ
れ
な
い

場
合
は
国
保
税
が
か
か
り
続
け
ま
す
の
で

必
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
保
険
証
と
同
様
に
限
度
額
適
用
認
定
証

も
７
月
31
日
（月）
で
失
効
し
、
使
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
８
月
以
降
も
限
度
額
適
用

認
定
証
が
必
要
な
場
合
は
、
８
月
１
日
（火）

以
降
に
窓
口
に
て
更
新
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
国
保
税
の
納
付
状
況
に
よ
っ

て
交
付
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で

事
前
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も

の
（
世
帯
外
の
代
理
人
が
手
続
き
す
る
際

は
委
任
状
と
身
分
証
が
必
要
で
す
）

期
内
の
納
税
に
ご
協
力
を

納

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
ら
れ
た
方

新

民
健
康
保
険
証
の
更
新

国

度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

限

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に

対
象
と
な
る
世
帯

対
象
と
な
る
保
険
税

納
付
が
遅
れ
た
ら

持
ち
物

２情報共 有

名寄市自治基本条例
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